
独立行政法人都市再生機構の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項
　① 平成19年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

　② 役員報酬基準の改定内容
理事長
副理事長
理事長代理
理事
監事

２　役員の報酬等の支給状況

平成19年度年間報酬等の総額
報酬（給与） 賞与 就任 退任

千円 千円 千円 千円

1,760 （特別地域手当）

122 （通勤手当）

千円 千円 千円 千円

1,512 （特別地域手当）

189 （通勤手当）

千円 千円 千円 千円

367 （特別地域手当）

84 （通勤手当）

千円 千円 千円 千円

1,346 （特別地域手当）

366 （通勤手当）

千円 千円 千円 千円

1,312 （特別地域手当）

247 （通勤手当）

千円 千円 千円 千円

1,220 （特別地域手当）

312 （通勤手当）

千円 千円 千円 千円

1,220 （特別地域手当）

264 （通勤手当）

千円 千円 千円 千円

813 （特別地域手当）

320 （通勤手当）

千円 千円 千円 千円

1,220 （特別地域手当）

271 （通勤手当）

千円 千円 千円 千円

1,220 （特別地域手当）

182 （通勤手当）

＊

＊

◇

8月1日 ＊

※

＊

7月9日 ＊

＊

＊

16,088 10,164 4,523

9,327 6,776 1,418

16,178 10,164 4,523

16,218 10,164 4,523

16,170 10,164 4,523

17,925 11,220 4,993

17,259 10,932 4,768

12,600 5,607

5,896 3,060 2,385

役名 その他（内容）

理事長

副理事
長

理事長
代理Ａ

23,196 6,525

19,908

前職

理事Ｃ

　役員給与については、平成１８年度に国家公務員の給与構造改革
に準じて、①本給月額を約６．７％引下げ、②従来の特別調整手当
（１０％）を廃止し、特別地域手当を創設しました。
　この特別地域手当の支給割合については、国家公務員と同様に
平成22年度までに段階的に引上げることとしており、平成19年度は
支給割合を１１％から１２％に改定しました。

　特別手当については、独立行政法人都市再生機構役員給与規程第10条により、独立行政法
人評価委員会が行う業務運営評価の結果を勘案の上、その者の職務実績に応じ、100分の10
の範囲内で理事長がこれを増減することができることとしています。

理事Ｅ

理事Ｄ

理事長
代理Ｃ

理事Ａ

理事Ｂ

理事長
代理Ｂ

14,664

就任・退任の状況



千円 千円 千円 千円

1,220 （特別地域手当）

189 （通勤手当）

千円 千円 千円 千円

1,220 （特別地域手当）

175 （通勤手当）
276 （単身赴任手当）

千円 千円 千円 千円

1,220 （特別地域手当）

112 （通勤手当）

千円 千円 千円 千円

203 （特別地域手当）

35 （通勤手当）
82 （単身赴任手当）

千円 千円 千円 千円

1,200 （特別地域手当）

98 （通勤手当）
410 （単身赴任手当）

千円 千円 千円 千円

1,103 （特別地域手当）

223 （通勤手当）

千円 千円 千円 千円

919 （特別地域手当）

70 （通勤手当）

千円 千円 千円 千円

258 （特別地域手当）

105 （単身赴任手当）
千円 千円 千円 千円

802 （特別地域手当）

213 （通勤手当）

注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付しています。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、該当がない場合は空欄。

３　役員の退職手当の支給状況（平成19年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職
千円 年 月

千円 年 月

千円 年 月

千円 年 月

千円 年 月

注１：「前職」欄記載の記号については、上記「２  役員の報酬等の支給状況」と同様です。
注２：平成19年度中に退職した役員のうち役員出向者については、退職手当を支給していません。

監事 （該当者なし）

注１：「特別地域手当」とは、国における地域手当（民間における賃金、物価及び生計費が特に
      高い地域に勤務する職員に支給される手当）に準じて支給されているものです。

理事長
代理Ａ

理事Ａ

監事Ｄ

1.0

3 0

5月31日2,329 1 10 ※

7月10日 ◇

（該当者なし）

（該当者なし）

監事Ｂ 6月1日 ※11,373 7,660 2,723

監事Ａ 14,608 9,192 4,090

※

7月9日 1.0 ＊
「業績勘案率」について
は、暫定的な率（1.0）を適
用しているものであり、独立
行政法人評価委員会が平
成19年度業績評価後に決
定する「業績勘案率」により
確定する。

6月25日 ◇

＊

5月31日 ※

＊

※

4,469 2,152 1,954

4,208

9,837 6,685 2,137

2,015 1,694 0

16,234 10,002 4,523

16,358 10,164 4,523

16,018 10,164 4,523

16,096 10,164 4,523

法人での在職期間

理事Ｆ

法人の長

副理事長

理事Ｉ

監事Ｃ

理事Ｈ

摘　　要

理事Ｊ

理事Ｇ



Ⅱ 職員給与について

１　職員給与についての基本方針に関する事項

　② 職員給与決定の基本方針

　ア 給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方

　イ 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

　ウ 平成19年度における給与制度の主な改正点

２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

3,475 44.7 8,641 6,265 234 2,376
人 歳 千円 千円 千円 千円

3,475 44.7 8,641 6,265 234 2,376

人 歳 千円 千円 千円 千円

21 62.0 4,094 3,454 334 640
人 歳 千円 千円 千円 千円

21 62.0 4,094 3,454 334 640

注１：該当者がいない区分（在外職員、任期付職員、非常勤職員）ついては省略しています。

　① 人件費管理の基本方針

給与種目

本給

制度の内容

　独立行政法人通則法（以下「通則法」といいます。）第30条第1項の規定において、国土交通
大臣が定めた平成16年7月1日から平成21年3月31日までの期間における中期目標に基づき、
この目標を達成するための計画（以下「中期計画」といいます。）を当機構が作成し、国土交通
大臣の認可を受けなければならないと定められています。この中期計画において、人件費を含
む一般管理費については、特殊法人時の最終年度（平成15年度）と中期目標期間の最終年度
を比較して20％以上削減することと定めているところです。

　通則法第63条第3項に、職員の給与は、法人の業務実績を考慮し、かつ、社会一般の情勢
に適合したものとなるよう定められなければならないとされています。また、給与改定にあたって
は、国家公務員の給与水準を十分考慮して適正な給与水準とするよう政府要請（平成19年10
月30日閣議決定）を受けています。
　当機構の業績評価については、機構が設立された平成１６年度以降の毎年度について、「順
調」と評価されていますが、職員給与について法人の業績による特段の加減は行っていませ
ん。

  通則法第63条第1項に、職員の給与は、その職員の勤務成績が考慮されるものでなければな
らないと定められており、この規定の趣旨を踏まえ、当機構においては、①人事評価において
目標管理的手法を導入するとともに評価基準を見直し、②人事評価の結果を昇給及び特別手
当に反映させることとしています。
  なお、平成17年度から人事評価制度を本実施しているところであり、その結果を翌年度の給
与に反映させています。

常勤職員

うち所定内人員

特別手当
特別手当の支給算式を基礎的支給部分と勤務成績反映部分とに分け、前
年度の人事評価結果に基づき、勤務成績反映部分の支給月数を決定す
る。

  平成19年4月に国の実施内容を参考に給与構造改革を実施した。
  （給与構造改革の実施内容（概要））
  ・本給水準を平均4.8％引下げ、職務職責に応じた給与体系に見直した。
  ・平成19年度から４年間本給額の昇給を１号抑制することとした。
  ・本給水準の引下げ分を原資として、地域間調整手当を新設し、給与の
   地域間配分を見直した。

注２：常勤職員及び再任用職員の区分のうち、該当者がいない区分（研究職種、医療職種、教育職種）
       については、省略しています。

再任用職員

事務・技術

前年度の人事評価結果に基づき、昇給額を決定する。

事務・技術

うち賞与平均年齢
平成19年度の年間給与額（平均）

総額
区分



注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

（事務・技術職員）

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

代表的職位

  本社チームリーダー 86 50.9 10,990 11,286 11,682

  本社ﾁｰﾑ員 120 31.8 5,214 5,475 5,770

③

区分 計 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級

標準的 チーム員 チーム員 チーム員 チーム員 チーム員 ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 部長
な職位 相当 相当 相当 相当 相当 相当 相当 相当

人 人 人 人 人 人 人 人 人

3,475 0 73 517 1,101 954 537 224 69
（割合） (0.0%) (2.1%) (14.9%) (31.7%) (27.5%) (15.5%) (6.4%) (2.0%)

歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳

３４～２４ ５５～２８ ５９～３３ ５９～４０ ５８～４２ ５８～４０ ５８～４９

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

3,844～
2,609

6,082～
3,194

7,120～
3,992

8,149～
5,349

8,480～
6,436

9,636～
6,668

10,320～
8,075

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

5,191～
3,594

8,397～
4,446

9,733～
5,677

11,047～
7,695

11,508～
8,896

13,213～
9,623

14,491～
11,617

年間給与の分布状況（事務・技術職員）〔在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。以下、
⑤まで同じ。〕

分布状況を示すグ
ループ

人員

所定内給
与年額(最
高～最低)

平均平均年齢

 職級別在職状況等（平成20年４月１日現在）（事務・技術職員）

注：本法人には本部課長相当職が置かれていないため、原則として「本部課長」を掲げるところ、代わりに「本社チーム
　リーダー」を、同様に「本部係員」を掲げるところ、代わりに「本社チーム員」をそれぞれ代表的職位として掲げました。

②

年齢（最高
～最低）

年間給与
額(最高～

最低)

人員
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年間給与の分布状況（事務・技術職 人千円
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夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

56.3 58.8 57.6

％ ％ ％

43.7 41.2 42.4

％ ％ ％

47.0～36.8　　 44.6～30.7　　 45.6～35.9　

％ ％ ％

65.8 67.3 66.6

％ ％ ％

34.2 32.7 33.4

％ ％ ％

36.8～30.5　　 35.1～29.4 35.9～29.9　

⑤

120.6

112.3

すべての独立行政法人を一つの法人とみなした場合の給与水準）に置き換えた場合の給与水準を１００

注：　当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い、当法人の給与を国の給与水準（「対他法人」においては、

対他法人（事務・技術職員）

　　として、法人が現に支給している給与費から算出される指数をいい、人事院において算出しています。

対国家公務員（行政職（一））

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

一般
職員

最高～最低

一律支給分（期末相当）

賞与（平成19年度）における査定部分の比率（事務・技術職員）

職員と国家公務員及び他の独立行政法人との給与水準（年額）の比較指標（事務・技術職員)

管理
職員

区分

一律支給分（期末相当）

最高～最低

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

④



給与水準の比較指標について参考となる事項

○事務・技術職員

地域勘案 117.4

参考 学歴勘案 117.4

地域・学歴勘案 115.5

人員規模 年間賃金

民間 1,000人以上 9,012千円

機構 8,641千円

出典：「賃金事情」第2529号（産労総合研究所、2007年10月20日号）

3,475人

内容項目

　国に比べて給与
水準が高くなって
いる定量的な理由

※比較対象については以下のとおり。
機構：対国家公務員指数算定対象者の年間給与の平均（特別手当はH19年
　　　　夏期及び年末の特別手当です。）
民間：機構における上記対象者の平均年齢が44.7歳であることから、民間の
　　　　モデル賃金のうち機構の平均年齢と概ね同じ４５歳大卒総合職の年間
　　　　モデル賃金とした。（賞与・一時金については、H19夏期及びH18年末の
　　　　賞与・一時金です。）

主な資格の取得者数（平成２０年１月現在）
　・技術士　約１２０名
　・１級建築士　約４４０名
　・土木施行管理技士（１級）　約２８０名
　・宅地建物取引主任者　約８３０名

１　国との差については、
　①　勤務地による差（国は全国広範囲に所在、機構は主に都市部に所在）
　　［地域手当４級地以上の支給地に勤務する職員の割合：　国51%、機構91%］
　
　②　学歴構成による差
　　［大卒以上の者の割合：国48%、機構77%］
　　（うち、大学院修了者の割合：国　4%、機構17%）
　→上記①、②の地域・学歴の違いを総合的に調整すると、実質的な
　　対国家公務員指数は　１１５．５　となります。

　また、上記要因以外にも、
　③　扶養手当（国家公務員と比較して支給対象者の割合が高い。）
　　［受給者割合　国56％、機構68％］
　④　役職手当（中期計画に定める職員数削減のための職員の新規採用を抑制してきた
　　こと、及び地元地権者等との対外的折衝を担う現地事務所が多く、責任を持って
　　折衝を行う必要から当該事務所に管理職を配置する必要があるという業務上の
　　特殊性があることから、国家公務員と比較して支給割合が高くなる。）
　　［受給者割合　国16％、機構26％］
　このような手当の支給比率の違いも給与水準に一定の影響があるものと考えています。

指数の状況

対国家公務員　　１２０．６

３　参考として民間との比較については、１０００人以上の規模の民間企業との比較に
　おいては、概ね同水準となっています。

　上記のように、当機構の給与水準については勤務地や学歴等のほか、事業を的確に実
施していくために優れた人材を継続的に確保する必要があることが影響しているものです。

２　更に、当機構は都市再生等の事業の実施機関であり、都市再生等の業務を適切かつ
　円滑に推進するためには、密集市街地整備や区画整理等の事業手法、あるいは関連
　法令等に関する高度で専門的な知識が求められるなど、専門性の高い優れた人材を
　継続的に確保し定着させていく必要性があることを考慮する必要があります。



【国からの財政支出について】
　支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合3.5％
（国からの財政支出額1,084億円、支出予算の総額3兆828億円：平成19年度予算）

　なお、国からの財政支出の内容は、
　①民間投資の誘発、都市の防災性の向上など民間では実施の難しい事業の遂行の
　　ために受け入れた「出資金」、
　②住宅政策の要請や、安全で快適な街づくりといった政策目的を達成するため、国の
　　補助要綱に基づき交付された「国庫補助金」、
　③良質な賃貸住宅を適正な家賃で供給するために高金利時において、一定の利率を
　　上回る資金調達について国から支払われていた「交付金・補給金」
等、国の政策目的を達成するために支出されるものであり、当機構の組織運営のための
ものではありません。

【検証結果】
下記のとおり給与水準の適正化について引き続き措置を講じていきます。

　給与水準の適切
性の検証

【累積欠損額について】
累積欠損額4,955億円（平成18年度決算）

　なお、累積欠損額については、機構設立時（H16.7）は7,288億円でしたが、平成17年７月
に経営改善計画を策定し、①キャッシュフローの改善、②バランスシートの改善、③組織の
リストラの３つの改善策を柱としてこれを着実に実施してきたところです。
　これによって、現中期計画期間(H16.7～H21.3）中の1,900億円の削減目標については平
成18年度末に既に達成しているところであり、平成19年度以降も引続き削減に努めている
ところです。

【検証結果】
下記のとおり給与水準の適正化について引き続き措置を講じていきます。

講ずる措置

１　当機構においては、国の給与構造改革に準じて平成１９年度より給与構造改革を
　実施し、概ね５年間で本給水準を４．８％引下げるとともに、
　①昇給額について最大約４割の縮減を実施
　②特に全職員の３／４を占める非管理職層（国に対して相対的に高い部分）
　　について国を上回る大幅な引下げの実施
　　（最大で本給額を約１６％の引下げ）
　③更に全職員について昇給を１号俸抑制する措置を４年間にわたって実施
　　（H19.4～H23.3）
　などの改革を行いました。この改革を通じて、年功的な給与上昇を抑制するとともに、
　より職務・職責に応じた給与体系に転換しました。
　　今後も年功的な給与上昇の抑制、職務・職責に応じた新たな給与体系の継続的な
　運用を進めるとともに、「独立行政法人整理合理化計画」（平成19年12月24日閣議
　決定）の趣旨を踏まえ、業務の見直しとあわせて組織のスリム化を進め、管理職数を
　削減することにより、給与水準の引下げを図ることとしています。

その他
支出総額に占める給与、報酬等支給総額の割合
１．０６％（※「給与、報酬等支給総額：325.65百万円」／「支出予算の総額：3兆828億円」）

２　これらにより、給与水準の適正化については、平成２２年度の年齢・地域・学歴を
　勘案した実質的な対国家公務員指数を１１３．４（見込）とすることとしています。
　　（なお、年齢のみを勘案した同指数は１１７．４（見込）。）



Ⅲ　総人件費について

当年度
（平成19年

度）

前年度
（平成18年

度）
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

注

総人件費について参考となる事項

総人件費改革の取組状況

基準年度
（平成17
年度）

平成18
年度

平成19
年度

4,326 4,166 4,062

-3.7% -6.1%

Ⅳ 法人が必要と認める事項

特になし

263,616

32,565,977

-

33,883,569 △ 1,317,592

（　　　　　）

285,783

6,766,360

中期目標期間開始時
（平成16年度）からの増

△減

6,463,494

（　　　　　）

（　　　　　）

△ 22,167

（　　　　　）

(△ 7.8)

6,240,424

-

(△ 4.5) -

(△ 3.9)

△ 302,866 (△ 4.5) -

(A)

給与、報酬等支給総額

(Ｂ)
△ 281,3535,959,071

(D)

最広義人件費

退職手当支給額

非常勤役職員等給与

(Ｃ)

福利厚生費

45,252,158
(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

△ 1,923,977 (△ 4.1) -

： 当機構は、平成16年7月設立のため、「中期目標期間開始時」は９ヶ月分の実績となり、当年度１年
間の金額と比較することは適当でないので、増減欄には「-」を付しております。

（　　　　　）

　当機構移行に当たり、その中期計画において一般管理費（退職手当を除く人件費を含む。）の削減について▲
15％削減する目標としていましたが、繰越欠損金を着実に減少させ、財務基盤の強化を図るため、経営改善に
向けた取組みをより一層推進することとし，平成17年７月１日の現中期計画（16年7月～21年3月）の変更におい
て、削減目標を▲20％に引き上げ、現在、この削減目標を着実に遂行しているところです。
　また、目標管理的手法を取り入れた人事評価制度や、それと連携した各種研修により職員個々の意識と能力の
向上を図りつつ、業務の重点化と効率化を徹底することとしています。

４　その他

年　　　度

人員数
（人）

人員純減率
（％）

注）上記人員数には、役員数（16人）を含みます。

　以上のことから、「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）等において定められた総人件費改革
（平成１８年度から平成２２年度までの５年間で５％の人員又は人件費の削減）の取組みの進捗状況については、
平成１９年度末で目標の５％を上回る削減率となっています。

　人件費の削減については「特殊法人等整理合理化計画」閣議決定時（平成13年度）から、職員数の大幅な削
減により取り組んでいるところです。具体的には、平成14年度（当初）の旧都市基盤整備公団と旧地域振興整備
公団地方都市開発整備部門を合わせた職員数約5,000人を、機構設立５年後である平成20年度末までに、約２
割にあたる約1,000人の大幅減とするよう、計画的に削減することとし、これを着実に推進してきており、現在の中
期計画（平成16年７月から平成20年度末まで）においては、特殊法人最終年度（平成15年度）における旧都市公
団と旧地域公団を合わせた職員数約4,700人を平成20年度末までに4,000人以下の体制とすべく人員削減を推
進しているところです。

47,176,136

①　中期目標に示された人件費削減の取組に関する事項
　　「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）を踏まえ、業務運営の効率化により、計画的に
　人員の抑制を図り、平成18年度からの５年間において国家公務員に準じた人件費削減の取組を行う
　こととし、現中期目標期間においてはその最終年度（平成20年度）までに常勤職員を4,000人以下に
　削減することとされています。
　　また、国家公務員の給与構造改革を踏まえた給与体系の見直しを進めることとされています。

②　中期計画において設定した削減目標、国家公務員の給与構造改革を踏まえた見直しの方針
　　平成18年度から５年間で人員について５％以上の削減を行い、現中期目標期間においては、その
　最終年度（平成20年度）までに常勤職員数を4,000人とする人員削減目標を達成することとしています。
　　また、国家公務員の給与構造改革を踏まえて、役職員の給与について必要な見直しを進めることと
　しています。

２　人件費削減の取組みの進捗状況

１　「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成18年法律第47号）及び
　「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）による人件費削減の取組の状況

比較増△減区　　分


